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大阪府発達支援拠点
障がい児通所支援事業者等
育成事業について

大阪府 福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
発達障がい児者支援グループ

令和３年度 通所支援事業者等育成事業 情報交換会 発達障がい児者の支援における制度
発達障害者支援法

 基本理念（第２条の２）
・発達障害者の支援は、

①社会参加の機会の確保、地域社会において他の人々と共生すること
を妨げられない

②社会的障壁の除去に資する
③個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、

関係機関等の緊密な連携の下に、意思決定の支援に配慮しつつ、
切れ目なく行う

 国及び地方公共団体の責務（第３条第２項 抜粋）
・国及び地方公共団体は、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に 、

①就学前、学校、その他の発達支援
②就労、地域における生活等に関する支援
③発達障害者の家族その他の関係者に対する支援
が行われるよう必要な措置を講じるもの 2

発達障がい児者の支援における制度

発達障害者支援法

教育（第８条）
国及び地方公共団体は、発達障害児が、その年齢及び能力に応じ、か
つ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、下記等の
支援体制の整備を行うこと、必要な措置を講じるものとする。

① 可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を
受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行う

② 個別の教育支援計画の作成（教育に関する業務を行う関係機関と
医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間
団体との連携の下に行う個別の⾧期的な支援に関する計画の作成を
いう。）及び個別の指導に関する計画の作成の推進

③ いじめの防止等のための対策の推進
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大阪府における発達障がい児者支援の取組
第4次大阪府障がい者計画（Ｈ24～）
『施策の谷間にあった分野への支援の充実』
（発達障がい・高次脳機能障がい等）

【検討】 発達障がい児者支援体制整備検討部会の設置（H24.11）
↓

H25から、知事重点事業として全庁的な取組を開始

【組織】 発達障がい児者支援グループの設置（H25.4)

↓
【計画】 大阪府発達障がい児者支援プラン（旧プラン）の策定（H26.3）

↓
【計画】 大阪府新・発達障がい児者支援プランの策定（H30.3）

↓
【計画】大阪府第５次障がい者計画への統合（R3.３）

発達障がい児者総合支援事業の創設
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大阪府発達障がい児者総合支援事業
発達障がい児者支援について、「それぞれのライフステージに応じた、一

貫した切れ目のない支援」を行う

障がい福祉施策担当課だけではなく、保健・福祉・医療・
教育・雇用労働等の関係部局と連携
関係部局:福祉部・健康医療部・教育庁・商工労働部等

大阪府発達障がい児者支援プラン（いわゆる旧プラン）に基づく
H25~29年度の取組成果を評価し、事業を総括（H30）

 その後継となる新プラン（H30~R2）における効果的な施策の取組に
反映

新プランの評価を踏まえ、第５次大阪府障がい者計画（R3～R８）
に統合。これまで取り組んできた発達障がい児者支援施策の基本理
念を継承しつつ、「共に生きる社会」の実現を目指し、「地域を育む施
策」の取組を進める。 5

施策の基本理念
・ ライフステージに応じた支援を基本に切れ目ない支援を図る。
・ 併せて、ライフステージを通じた支援でこれを補完する。
・ タテとヨコの支援を充実して、全体として支援のすき間を最小化していく。
・ 「共に生きる社会」の実現を目指し、「地域を育む施策」の取組を進める。

大阪府発達障がい児者支援の取組

〈ライフステージに応じた取組〉
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(6)専門的な医療機関の確保等

(7)家族支援の充実

(8)ライフステージを通じた一貫した支援のための取組

(9)発達障がい理解のための取組

(5)地域生活支援と相談支援体制の充実
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地域を育む施策 6

伸び率
全体に占
める割合
の変化

伸び率
全体に占
める割合
の変化

知的障がい 21,139 （ 52.8 ％） 28,111 （ 44.4 ％） 1.3 -8.5 71,264 （ 57.4 ％） 121,160 （ 47.2 ％） 1.7 -10.2

肢体不自由 2,485 （ 6.2 ％） 3,117 （ 4.9 ％） 1.3 -1.3 4,201 （ 3.4 ％） 4,718 （ 1.8 ％） 1.1 -1.5

病弱・身体虚弱 1,092 （ 2.7 ％） 2,279 （ 3.6 ％） 2.1 0.9 2,012 （ 1.6 ％） 3,725 （ 1.5 ％） 1.9 -0.2

弱視 280 （ 0.7 ％） 508 （ 0.8 ％） 1.8 0.1 347 （ 0.3 ％） 592 （ 0.2 ％） 1.7 0.0

難聴 706 （ 1.8 ％） 1,226 （ 1.9 ％） 1.7 0.2 1,229 （ 1.0 ％） 1,825 （ 0.7 ％） 1.5 -0.3

言語障がい 450 （ 1.1 ％） 704 （ 1.1 ％） 1.6 0.0 1,411 （ 1.1 ％） 1,815 （ 0.7 ％） 1.3 -0.4

自閉症・情緒障がい 13,852 （ 34.6 ％） 27,429 （ 43.3 ％） 2.0 8.7 43,702 （ 35.2 ％） 122,836 （ 47.9 ％） 2.8 12.7

総計 40,004 63,374 124,166 256,671

 ※（ ）は支援学級全体に占める割合

障がい種別

学級数（学級） 在籍児童生徒数（人）

H20 H30 H20 H30

障がい種別ごとの特別支援学級の
学級数および在籍児童数の推移
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H20～H30の10年間で、自閉症・情緒障がいの学級数と在籍児童生徒
数が２倍以上に増加し、支援学級全体に占める割合も大きくなっている。
（H20、H30 文部科学省調査の結果を元に集計）

（自閉症・情緒障がいの学級数、児童生徒数）
学級数（H20）13,852 学級 → （H30）27,429 学級
児童生徒数（H20）43,702 名 → （H30）122,836 名

障がい種別ごとの通級指導を受けている
児童・生徒の人数の推移

発達障がい（注意欠陥多動性障がい、学習障がい、自閉症）の人数が増加。
全体に占める割合も大きくなっている。（R1文部科学省調査より）

(H18) 6,894 名（全体の16.6％） → (R1) 72,733 名（全体の54.2％）
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教育と福祉の連携強化について

9

文部科学省および厚生労働省より、「トライアングルプロジェクト」として、
障がいのある児童生徒の支援における家庭と教育と福祉の連携が求め
られている。その中で、教育と福祉の連携強化のために、学校の教職員
等へ福祉制度を周知する取組が必要とされている。

学校において支援を必要とする発達障がいのある児童・生徒の数が増
加傾向。知的障がいの有無や本人の状態像によって、支援学校もしくは
地域の学校の支援学級、通級指導教室、普通学級と、多様な場で学ぶ
形になる。

発達障がい者支援体制整備検討部会で策定された「新・発達障がい児
者支援プラン後の発達障がい児者支援について（提言）」においても、乳
幼児期だけでなく、各ライフステージにおいても早期の気づきから支援に
つなぐ取組みが求められている。

発達障がいの傾向が窺われる児童を早期に発見し、教育と福祉が
連携して各児童生徒の特性に合った支援を行うためにも、
教職員等への制度の周知が必要。

障害福祉サービス等の体系 （障害児支援、相談支援に係る給付）

※ 障害児支援は、個別に利用の要否を判断（支援区分を認定する仕組みとなっていない）
※ 相談支援は、支援区分によらず利用の要否を判断（支援区分を利用要件としていない）
（注）１．表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。者
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計画相談支援

障害児相談支援

【サービス利用支援】
・サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
・支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成
【継続利用支援】
・サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）
・事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

【障害児利用援助】
・障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】

者

地域移行支援
住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業所への同行支援等
を行う。

地域定着支援
常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉サービス事業所等と連
絡帳など、緊急時の各種支援を行う。

児童発達支援

医療型児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う。

児

保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。

医療型障害児入所施設

施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う。

施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並び
に治療を行う。

放課後等デイサービス
授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会
との交流促進などの支援を行う。

福祉型障害児入所施設

居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行う。
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10
※厚生労働省「障害児通所支援・
障害児入所施設の概要」より引用
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障害福祉サービス等の体系 ～児童発達支援～

※厚生労働省「障害児通所支援・障害児入所施設の概要」より引用 12

障害福祉サービス等の体系 ～放課後等デイサービス～

※厚生労働省「障害児通所支援・
障害児入所施設の概要」より引用
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障害福祉サービス等の体系 ～居宅訪問型児童発達支援～

※厚生労働省「障害児通所支援・障害児入所施設の概要」より引用
14

障害福祉サービス等の体系 ～保育所等訪問支援～

※厚生労働省「障害児通所支援・障害児入所施設の概要」より引用

15

障害福祉サービス等の体系 ～障害児入所支援～

※厚生労働省「障害児通所支援・障害児入所施設の概要」より引用

大阪府発達支援拠点の取り組み
（旧名称:大阪府発達障がい児療育拠点）

16

個別療育
H17～H21にかけて、松心園における待機問題の解消を目的に、大阪

府が政令市を除く府内の６つの二次医療圏域に1か所ずつ発達障がい
児療育拠点を設置。複数の社会福祉法人に委託し、個別療育を実施。

H24の児童福祉法改正以降、各市町村が主体となって個別療育を実
施。大阪府は個別療育を実施する市町村を支援。

療育拠点では、発達障がいに特化した、TEACCHプログラムに基
づく個別療育を実施。アセスメントに基づき、子ども一人ひとりの特
徴に合わせた個別療育を1年間通して実施するとともに、保護者に
も研修や助言を行い、家庭で実践することで療育の効果を高めら
れるよう支援。



5

17

障がい児通所支援事業者育成事業（～R2）
発達障がい児支援の専門性と実績を生かし、各圏域内の障がい児通所

支援事業者への機関支援（①機関支援、②圏域交流会）を実施。
…R2の実績事業所数:94か所（21市町村）

機関支援延べ回数:312回

②事業者交流会
圏域ごとに、事業者の情報共
有・情報交換の場として交流
会を実施

①機関支援
圏域内の事業所などに対して、
スタッフが訪問し、事業所の環
境調整や療育について助言。
また、療育拠点への来訪や見
学、実習も受け入れる。

地域の拠点としての機能に着目して、 R3年度以降、名称を
「大阪府発達支援拠点」と改称。

大阪府発達支援拠点の取り組み 大阪府発達支援拠点の取り組み（新規）
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障がい児通所支援事業者等育成事業（R３～）
事業所への機関支援に加え、新たに府内の小・中学校等も機関支援の

対象としている。

① 機関支援
圏域内の小・中学校等に対して、スタッフが訪問し、
環境調整や支援について助言。
発達支援拠点への来訪や見学、実習も受け入れる。

② 情報交換会の実施
教育と福祉の連携推進のため、
圏域内の学校を対象に情報交換会を実施。
発達障がいのある児童生徒の特性や支援に
ついての助言や、福祉制度の周知を行う。
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大阪府発達支援拠点

大阪市

堺市

《三島圏域》

こども発達支援センターwill〈ウィル〉

《北河内圏域》

自閉症療育センター Link〈リンク〉

《中河内圏域》

発達障害支援センター PAL〈パル〉

《南河内圏域》

こども発達支援センター Sun〈サン〉

《豊能圏域》

こども発達支援センター青空〈そら〉

《泉州圏域》

自閉症児支援センターWave〈ウェーブ〉


